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住
生
活
の
安
定
の
確
保
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
政
府
は
、
本
法
の

施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
少
子
高
齢
化
時
代
に
対
応
し
得
る
住
宅
政
策
の
確
立
の
た
め
、
本
基
本
法
の
下
で
必
要
な
法
律
、
制
度
等
の
整
備
に
よ
る

総
合
的
な
住
宅
政
策
体
系
の
構
築
と
と
も
に
、
個
々
の
施
策
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
を
通
じ
て
豊
か
な
住
生
活
が
実

現
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
機
関
は
最
大
限
の
努
力
を
行
う
こ
と
。

二
、
住
生
活
基
本
計
画
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
気
候
風
土
、
歴
史
文
化
が
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
地
域
特
性
を
知
悉
す
る
市
町
村
に
よ
る
主
体
的
、
積
極
的
、
計
画
的
な
取
組
が
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ

と
。

三
、
住
宅
弱
者
の
た
め
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
確
保
す
る
上
で
、
公
営
住
宅
等
公
的
賃
貸
住
宅
の
役
割
は
依
然
と
し
て
重
要

で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
需
要
に
対
応
し
た
供
給
等
が
今
後
も
継
続
し
て
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

ま
た
、
民
間
住
宅
の
活
用
も
含
め
効
率
的
・
効
果
的
な
新
た
な
仕
組
み
の
導
入
に
向
け
た
検
討
を
開
始
す
る
こ
と
。

四
、
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
を
図
る
た
め
、
税
制
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
住
宅
関
連
税
制
の

充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、
交
付
金
・
補
助
金
等
の
一
層
の
活
用
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
住
宅
金
融
公
庫
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
等
に
つ
い
て
、
住
宅
政
策
の
実
施
機
関

と
し
て
の
責
務
を
踏
ま
え
、
そ
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。



、

、

、

五

住
生
活
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め

大
都
市
圏
を
中
心
に
大
量
に
存
在
す
る
密
集
市
街
地
の
早
期
解
消
に
向
け
て

一
層
積
極
的
か
つ
強
力
な
取
組
に
努
め
る
と
と
も
に
、
最
近
に
お
け
る
ミ
ニ
開
発
等
が
新
た
な
負
の
遺
産
と
し
て
将
来
の
禍

根
と
な
ら
な
い
よ
う
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

六
、
住
ま
い
の
安
全
性
と
建
築
行
政
に
対
す
る
信
頼
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
民
の
不
安
を
解
消
す
る
た

め
、
建
築
確
認
検
査
行
政
に
お
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


